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道路工事完成図作成要領に基づいた
完成図（GISデータ等）作成は万全ですか？

※　国土交通省発注の道路工事の特記仕様書に、　　　　　
　　以下のような条項があれば、是非ご相談下さい！！

第○○条　　完成図等の作成について

　 請負者は、「道路工事完成図等作成要領（国土技術政策総合研究所資料、
平成１８年８月）」に基づいて作成した電子データを、電子媒体で提出しな
ければならない。
　請負者は、本要領に基づき、国土技術政策総合研究所がホームページ上に
無償で公開している本要領に対応したチェックプログラムによるチェックを
行い、エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を実施した上で電子媒
体を提出しなければならない。
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道路工事完成図等の概要

（１）道路工事完成図等作成要領（平成１８年８月）について

道路の維持管理で必要な電子情報を工事実施段階で効率的に作成するこ

とが主な目的で、道路工事における完成図の構成、作成方法、及びその

電子納品の方法を規定しています。

（２）提出が義務付けされた電子データ

土木工事共通仕様書（平成１９年４月版）において道路工事完成図等作

成要領に基づく電子データの作成・提出が義務付けされ、以下の２つを

当面の対象としています。

①完成平面図…道路の完成形状を示した平面図。

②道路施設基本データ…竣工後の施工施設や道路の電子納品成果データ。

（３）適用工事

以下の工事が対象になります。

①完成平面図を作成する工事

・新設道路の舗装工事

（発注図の縮尺が 以上のもの）・舗装工を含む道路修繕工事 1/1,000

（請負者は 「道路工事完成図等作成要領」に基づいて＊特記仕様書に 、

と、作成した電子データを、電子媒体で提出しなければならない ）。

記載。

②道路施設基本データ作成する工事

・道路工事全般（道路改良、舗装、鋼橋上部、橋梁下部、トンネル、地

下道、共同溝、情報ボックス、道路維持、道路修繕など）

～下記の書類により、概算のお見積りをいたします～

完成図（発注図でも可） 数量総括表 特記仕様書 工事カルテ

（株）建設総合サービス TEL06-6543-2841お問合わせ…




